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 フードテック分野への投資が活発化しており、投資額は過去１０年間で約１０倍に増加している。
 投資額の上位10か国に日本は入っていない。日本への投資額は6,780万ドルに留まっている。

世界の投資額の推移 各国への投資額の比較（2022年）

出典︓AgFunder “2023 AgFunder AgriFoodTech Investment Report“,“2023 Asia-Pacific AgriFoodTech Investment Report”
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※2021年はコロナ禍においてフードデリバリーやデジタルサービス等への投資が増加した。
※2022年はウクライナ侵攻に伴う影響によりスタートアップ投資の市況が悪化した。



令和５年度 フードテック関連予算

事業名 事業概要 問合せ先

１ 食品産業の国際競争力強化緊急対策事業のうち
フードテックビジネス実証支援事業

農林水産物・食品の輸出拡大等を通じて食品産業の国際競争力の強化を図
るため、フードテック等を活用したビジネスモデルの実証を支援

【1億円】
★★

農林水産省
大臣官房

新事業・食品産業部
企画グループ

03-6744-2352
２ 新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業のうち

フードテックビジネス実証事業
多様な食の需要への対応や食に関する社会課題の解決を図るため、食品事
業者等による、フードテック等を活用したビジネスモデルの実証を支援

【0.3億円】
★★

３ 農林水産・食品関連
スタートアップ等へのリスクマネー緊急対策

輸出に取り組む事業者や、アグリ・フードテックのスタートアップ等に対
する円滑な資金供給を図るため、投資円滑化法に基づき、日本政策金融公
庫を通じた出資の支援 【50億円】

★
農林水産省
大臣官房

新事業・食品産業部
新事業・食品産業政策課
ファイナンス室
03-6744-2076

４ アグリ・スタートアップ創出強化対策
大学等の若手研究者等による新たなビジネスシーズとなる技術開発等を支
援するとともに、専門家による事業化に向けた技術的助言や知財戦略立案
支援、資金マッチング等の伴走支援を実施   【5億円】

★★★
農林水産技術会議

事務局
研究推進課

03-3502-5530

５ スタートアップへの総合的支援
スタートアップが行う、実行可能性調査から事業化段階までを総合的に支
援するとともに、若手研究者等が新たなビジネスのシーズを創出する創発
的研究を支援   【2.7億円】

★★★

６ ディープテック・スタートアップ
支援事業

ディープテック・スタートアップの有する革新的な技術の事業化を加速し、
当該技術を利用した製品・サービス等の社会実装の実現を目指し、実用化
に向けた研究開発や量産化に向けた研究開発等を支援  【1,000億円】

★★
経済産業省

産業技術環境局
技術振興・

大学連携推進課
03-3501-1778

７ 若手研究者による
スタートアップ課題解決支援事業

スタートアップのニーズと若手研究者とのマッチングを行い、初期的な共
同研究等を支援 【10億円】 ★ ★

経済産業省
産業技術環境局
大学連携推進室
03-3501-0075

R4補 は「令和４年度補正予算」を指す

※「市場形成」… 規格・ガイドライン等ルールの整備や消費者（実需者）の認知の拡大
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令和５年度 フードテック関連予算

事業名 事業概要 問合せ先

８ 海外における起業家等育成
プログラムの実施・拠点の創設事業

世界のスタートアップ・エコシステムでの現地研修や、現地キーパーソン
との交流が可能なビジネス拠点の創設等により、世界基準のイノベーショ
ン人材の育成を図るとともに、海外の投資家や起業家を日本へ招聘するイ
ベントの開催等により、海外と日本のスタートアップ関係者のつながりを
強化 【76億円】

★
経済産業省

経済産業政策局
新規事業創造推進室

03-3501-1569

９ ユニコーン創出支援事業
世界に伍するユニコーン企業を創出するため、国内外のスタートアップイ
ベントへの出展支援体制の整備や、海外現地パートナー候補やVC等との
マッチング、資金調達等に関するメンタリング体制の整備等を実施

【6.5億円】
★★

10 研究開発型スタートアップの
起業・経営人材確保等支援事業

イノベーションの担い手である研究開発型スタートアップの創出・成長を
加速化させるため、技術シーズを持つ卓越した人材発掘や起業家の育成、
経営人材をVC等が外部から確保し経営人材獲得ルートの多様化を目指すと
ともに、スタートアップに対してVC、研究機関、事業会社等の関与の下で
行う実用化開発等を支援 【20億円】

★★★ ★ 経済産業省
産業技術環境局
技術振興・

大学連携推進課
03-3501-1778
大学連携推進室
03-3501-0075

11 地域の中核大学等の
インキュベーション・産学融合拠点の整備

大学等や民間企業におけるインキュベーション・産学融合拠点の整備を支
援 【60億円】 ★

12 「知」の集積と活用の場による
イノベーション創出推進事業

異分野のアイデア・技術等を農林水産分野に導入し革新的な技術・商品・
サービスを生み出す研究を支援 【35.1億円の内数】 ★★

農林水産技術会議
事務局

研究推進課
03-3502-5530

13 ムーンショット型農林水産研究開発事業
ムーンショット目標５「2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用に
より、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」の実現
に向けた研究開発を支援   【1.6億円】

★

R4補 は「令和４年度補正予算」を指す

※「市場形成」… 規格・ガイドライン等ルールの整備や消費者（実需者）の認知の拡大
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令和５年度 フードテック関連予算 R4補 は「令和４年度補正予算」を指す

事業名 事業概要 問合せ先

14 みどりの食料システム実現技術開発・実証事業のうち
農林水産研究の推進

農林水産業・食品産業の持続性を高めるため、品種開発の加速化、農林漁
業者等のニーズ、気候変動といった新たな課題、バイオ技術を活用したイ
ノベーション創出等に対応する研究開発を国主導で推進
（魚類血合筋の褐変を防止する革新的冷凍技術の開発、昆虫（カイコ）テクノロジー
を活用したグリーンバイオ産業の創出プロジェクト、健康寿命延伸に向けた食品・食
生活実現プロジェクト、ゲノム編集技術を活用した農産物品種・育種素材の開発等）

【19.9億円の内数】

★
農林水産技術会議

事務局
研究企画課

03-3501-4609

15

官民による若手研究者発掘支援事業

イノベーションを創出し得る若手研究者のシーズを発掘し、採択された若
手研究者に対して民間企業とのマッチングや共同研究を支援 【23億円】 ★ ★

経済産業省
産業技術環境局
大学連携推進室
03-3501-0075

16
成長型中小企業等研究開発支援事業
（Go-Tech事業）
（旧サポイン事業）

中小企業等が産学官連携で行う高度なものづくり基盤技術及びサービスの
研究開発等を最大３年間支援。特に、民間ファンド等からの出資を受ける
ものについては、補助上限額を引き上げて重点的に支援  【133億円】

★★ 中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

17
みどりの食料システム実現技術開発・実証事業のうち
農林水産研究の推進

高機能性食品等の国際標準化も見据え、新たな研究成果の戦略的な社会実
装を推進するため、普及啓発や相談対応を実施（知財マネジメント強化）

【19.9億円の内数】
★★

農林水産技術会議
事務局

研究企画課
03-3501-4609

18 先端技術に係る双方向コミュニケーション活動等を実施（みどりの食料シ
ステム戦略実現のためのアウトリーチ活動の展開）  【同上】 ★★

19 新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業のうち
JASの活用・制定推進調査委託事業

JASの活用による優良事例を含むJAS活用マニュアルの作成、人材育成を図
るための研修会を実施するほか、新たなJASの制定につながるニーズ・
シーズを収集し、JASの制定を推進 【0.1億円】

★
農林水産省
大臣官房

新事業・食品産業部
食品製造課
基準認証室

03-6744-2098

※「市場形成」… 規格・ガイドライン等ルールの整備や消費者（実需者）の認知の拡大
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令和５年度 フードテック関連予算 R4補 は「令和４年度補正予算」を指す

事業名 事業概要 問合せ先

20
グローバル産地づくり推進事業のうち
JAS等の国際標準化による
輸出環境整備委託事業

輸出実績の向上に貢献するJAS等の国際標準化等を推進するため、標準化
戦略の検討、技術的データの収集、海外との折衝等を行うほか、国際標準
化に係る専門人材の育成、既存JASの国際整合化等を実施

【0.4億円（令和4年度補正予算0.6億円）】
★

農林水産省
大臣官房

新事業・食品産業部
食品製造課
基準認証室

03-6744-2096

21 食品事業者における原材料の調達安定化対策のうち
食品原材料調達安定化対策事業

原材料切替等に伴う新商品の開発・製造・販売に必要となる機械・設備等
の導入等を支援  【100億円の内数】 ★★

農林水産省
大臣官房

新事業・食品産業部
食品製造課

03-6738-7180
22 持続可能な食品産業への転換促進事業のうち

サステナブル食品産業モデル実証事業

食品産業を持続可能なものとするため、原材料価格高騰を乗り越えるため
の対策、国内農林水産業との連携を強化するための支援、環境や人権に配
慮した原材料調達や食品ロス削減対策等の持続性と生産力強化のための支
援を実施   【0.9億円】

★★

23 食品産業の国際競争力強化緊急対策事業のうち
食品産業労働生産性向上技術導入実証事業

AI、ロボット、IoT等を活用した食品の製造・品質管理等の自動化、リ
モート化技術、さらにはコロナ対策の更なる向上のための非接触型技術を
実際の食品製造や飲食店等の現場にモデル的に導入・実証する取組を支援
するとともに、より多くの中小企業が導入できるよう、低コスト化や小型
化のための改良の取組を支援   【1.5億円】

★
農林水産省
大臣官房

新事業・食品産業部
食品製造課

食品企業行動室
03-6738-6166

24 米粉の利用拡大支援対策事業
米粉の特徴を活かした新商品の開発、需要の拡大に対応するための製造能
力の強化、米粉専用品種の生産拡大に向けた取組を集中的に支援

【139.9億円】
★★

農林水産省
農産局
穀物課

03-6744-2517

25 麦・大豆利用拡大事業
麦・大豆の利用拡大に向け、産地と実需のマッチング、食品関連企業等が
行う新商品の開発等に必要な機器の導入、試作品のプロモーション等に要
する費用を支援   【1億円】

★★
農林水産省
農産局

麦︓貿易業務課
03-6744-9531 
大豆︓穀物課

03-3502-5965

26 米穀周年供給・需要拡大支援事業のうち
米を利用した新たな商品開発等の取組

米の新たな需要の拡大・創出に向け、食品関連企業等が行う新商品の開発
等に必要な機器の導入、プロモーション等に要する費用を支援

【50.3億円の内数】
★★★

農林水産省
農産局
企画課

03-6738-8974

※「市場形成」… 規格・ガイドライン等ルールの整備や消費者（実需者）の認知の拡大
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令和５年度 フードテック関連予算 R4補 は「令和４年度補正予算」を指す

事業名 事業概要 問合せ先

27 養殖業体質強化緊急総合対策事業
配合飼料の主原料である魚粉の国産化等に対する取組、天然由来の種苗か
ら人工種苗への転換に対する取組、養殖コストの低減に資する取組を支援

【8億円】
★★

水産庁
栽培養殖課

03-3502-0895
28 養殖業成長産業化推進事業

国内外の需要を見据えた養殖業の成長産業化を実現するための関係者の取
組への支援や、 低コスト・高効率飼料等の開発など、養殖生産の三要素で
ある餌、種苗、漁場に関するボトルネックの克服等に向けた技術開発・調
査を実施   【3億円】

★

29 漁業構造改革総合対策事業のうち
養殖業成長産業化提案公募型実証事業

国内外の需要を見据えたマーケット・イン型養殖経営の実現に貢献する分
野における技術開発・実証にかかる取組を支援 【12.8億円の内数】 ★★

30 革新的ロボット研究開発等基盤構築
事業

あらゆる産業分野で「遠隔」「非接触」「非対面」を実現することが求め
られている状況を踏まえ、ロボットフレンドリーな環境の実現に向けた研
究開発等を実施するとともに、多品種少量生産にも対応可能な産業用ロ
ボットの実現に向けた「ハンドリング関連技術」「遠隔制御技術」等の要
素技術に係る研究開発を支援 【10億円】

★★
経済産業省
製造産業局

ロボット政策室
03-3501-1049

31 バイオものづくり革命推進事業
バイオものづくりにおける原料の多様化・製品の社会実装を進めるため、
未利用資源等の原料調達・製品利用のための実証等を支援

【3,000億円の内数】
★★

経済産業省
商務・サービス
グループ

生物化学産業課
03-3501-8625

32
一気通貫型生産性向上機器・
システム等開発・導入支援事業
（ものづくり補助金・IT導入補助金）

業種・業態ごとに中小企業に共通する生産性向上を阻む課題を認定し、認
定された課題の解決に資する機器・システム・ソフトウェア等を募集し、
機器等を認定。認定された機器等を中小企業が導入する際に、補助金を用
いて重点的に支援  【2,000億円の内数】

★★
中小企業庁
経営支援部

技術・経営革新課
03-3501-1816

※「市場形成」… 規格・ガイドライン等ルールの整備や消費者（実需者）の認知の拡大
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食品産業の国際競争力強化緊急対策事業のうち
フードテックビジネス実証支援事業 【令和４年度補正予算額 100百万円】

＜対策のポイント＞
農林水産物・食品の輸出拡大等を通じて食品産業の国際競争力の強化を図るため、フードテック等を活用したビジネスモデルの実証を支援します。また、これ
らの実証の成果の横展開を図るための情報発信等の取組を支援します。
＜事業目標＞
フードテック等を活用した新たな商品・サービスの創出

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．ビジネスモデル実証事業の支援

国内の食品事業者、流通事業者、製造事業者、情報関連事業者、大学等の
研究機関、食育・栄養関係団体等によるフードテック等を活用した国内外のニーズ
等に対応した商品・サービスを生み出すビジネスモデルを実証する取組を支援します。

〔ポイント〕
 輸出促進、みどりの食料システム戦略等に資するものを重点的に支援

◉想定されるモデル
〔例１〕

世界の食料需要は、2050年には2010年比1.7倍、うち畜産物は1.8倍、穀
物は1.7倍との見通し。増大するタンパク質需要に対応するため、代替タンパク質を
原料とする食品製造の事業化。
〔例２〕

養殖業成長産業化総合戦略（2021.7）において、「魚粉代替原料の生産
技術の開発を進める」との方針。昆虫や藻を使用する飼料生産についての事業化。

２．横展開に向けた情報発信等
 １の取組により実証された内容の横展開を図るため、実証成果をとりまとめたウェブ
ページ等の成果物の作成、セミナーの開催等による情報発信等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部企画グループ （03-6744-2352）

・環境負荷の低減など、国内外
のニーズに対応
・食料安全保障に貢献

植物性タンパク質を使った食品、３Dフードプリンター等、多様な
食の需要や食に関する社会課題を解決するための新しい技術

結果

技術

SDGｓの達成に資する
プロジェクトとしてPR

食品事業者
製造事業者

大学等研究機関
コンサルタント 海外食品事業者

情報関連事業者
食育・栄養関係団体

流通事業者

関係者

ビジネス化

事業戦略検討、試作品製造、マーケティングリサーチ、商品デザイン、テストマーケティング、販路確保、原材料確保

産学官、異分野、同業種連携等による、「PoC（Proof of Concept）止まりの壁」のブレイクスルー
（単独でのビジネスモデル実証の実施も可）

民間団体等
定額 1/2

国 民間団体等

発芽大豆素材を用いたタコス ３Dフードプリンター
を活用した介護食

昆虫を活用した
国産飼料
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新事業創出・食品産業課題解決調査・実証等事業のうち
フードテックビジネス実証事業 【令和５年度予算概算決定額 30（30）百万円】

＜対策のポイント＞
多様な食の需要への対応や食に関する社会課題の解決を図るため、食品事業者等による、フードテック等を活用したビジネスモデルの実証を支援します。ま
た、これらの実証の成果の横展開を図るための情報発信等の取組を支援します。

＜事業目標＞
フードテック等を活用した新たな商品・サービスの創出

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．ビジネスモデル実証事業の支援

国内の食品事業者、流通事業者、製造事業者、情報関連事業者、大学等の
研究機関、食育・栄養関係団体等によるフードテック等を活用した新たな商品・
サービスを生み出すビジネスモデルを実証する取組を支援します。

〔ポイント〕
「みどりの食料システム戦略」、「農業DX」等に資するものを重点的に支援

【例１】
世界の食料需要は、2050年には2010年比1.7倍、うち畜産物は1.8倍、穀物は

1.7倍との見通し。増大するタンパク質需要に対応するため、代替タンパク質を原料とす
る食品製造の事業化。
【例２】
養殖業成長産業化総合戦略（2021.7）において、「魚粉代替原料の生産技術

の開発を進める」との方針。昆虫や藻を使用する飼料生産についての事業化。

２．横展開に向けた情報発信等
 １の取組により実証された内容の横展開を図るため、実証成果をとりまとめたウェブ
ページ等の成果物の作成、セミナーの開催等による情報発信等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部企画グループ （03-6744-2352）

・環境負荷の低減など、国内外
のニーズに対応
・食料安全保障に貢献

植物性タンパク質を用いた食品、３Dフードプリンター等、多様な
食の需要や食に関する社会課題を解決するための新しい技術

結果

技術

SDGｓの達成に資する
プロジェクトとしてPR

食品事業者
製造事業者

大学等研究機関
コンサルタント 海外食品事業者

情報関連事業者
食育・栄養関係団体

流通事業者

関係者

ビジネス化

事業戦略検討、試作品製造、マーケティングリサーチ、商品デザイン、テストマーケティング、販路確保、原材料確保

産学官、異分野、同業種連携等による、「PoC（Proof of Concept）止まりの壁」のブレイクスルー
（単独でのビジネスモデル実証の実施も可）

民間団体等
定額 1/2

国 民間団体等

発芽大豆素材を用いたタコス ３Dフードプリンター
を活用した介護食

昆虫を活用した
国産飼料

◉想定されるモデル
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フードテック官民協議会について

官民協議会の取組

作業部会
（WT: Working Team）

コミュニティサークル
（CC: Community Circle）

• 協調領域の課題解決に向けて明確なアウトプット、
活動期間を定め、専門的な議論を行う。

• 協議会参加者のリソースを活用し、フードテックに
関する機運を盛り上げていく継続的な活動を行う。

※会員からの提案により設置

フードテック官民協議会は、令和２年10月に設立され、食品企業、ベンチャー企業、研究機関、関係省庁等に所
属する約1,300人（※）が参加し、協調領域の課題解決と新市場の開拓に向けた、具体的な議論や活動を実施。
会員の所属団体・企業数は、約６９０（※）に上る。 （※）令和６年１月９日現在

※会員からの提案により設置
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総 会 • 規約の変更その他協議会の運営に係る重要事項の決議

提案・報告会 • WT･CC立ち上げの提案、活動報告、成果の共有

フードテック官民協議会における取組



作業部会のテーマ

■民間企業等から提案のあったテーマ（令和６年１月時点）

作業部会は、協調領域での課題特定・対応方針の策定や、当該分野に関する調査や報告書の作成など、
専門的な議論を行う場として設置。

SPACE FOOD

細胞農業昆虫ビジネス研究開発

食の高いQOL実現に向け、検
討体制を構築し、実現のための
技術課題を特定、その解決策に
ついて検討を行う。

国際的に競争力の高い有人宇宙
滞在技術の実現と日本の食産業
の競争力強化を目的として、宇
宙食に係るフードテックの研究
開発目標やロードマップ等につ
いて検討を行う。

研究開発が進む細胞農業(培養
肉)の産業化に向け、 ①安全性、
表示の在り方、②消費者とのコ
ミュニケーション、③既存産業
との共存の仕組みと役割分担の
明確化等について検討を行う。

動物飼料用、食料用の昆虫の市
場を形成していくための生産方
法や、研究、安全性の評価、用
途開発等の課題を特定し、解決
に向けた検討、実証を行う。

ゲノム編集等による今後のビジ
ネス市場を形成していくための
事業化プロセス、技術的な課題
を特定し、その解決に向けた検
討を行う。

Plant Based Food
普及推進

健康だけでなく、気候変動、そ
れらと連鎖する食をめぐる課題
を自分ごと化し日々の生活でサ
ステナブルな選択ができるよう、
プラントベースフードの意義や
行動変容を促す方策等の検討を
行う。

スマート育種産業化 ヘルス・フードテック

サーキュラーフード推進

捨てられるはずだった食品を新
たな食料として循環させる
「サーキュラーフード」の推進
を通じ、持続可能な社会の実現
に向けた検討を行う。

多世代が集いやすいスマート
キッチンや、買い物における行
動変容をスコア化するサービス
など、デジタル技術等を活用し
食を通じたコミュニケーション
を促進するための検討を行う。

食生活イノベーション

16

フードテック官民協議会における取組



作業部会における取組事例

コオロギ・ミズアブ生産ガイドラインの策定

昆虫ビジネス研究開発ワーキングチーム
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フードテック官民協議会における取組

• 昆虫ビジネス研究開発ワーキングチームの事務局を担う、昆虫ビジネス
研究開発プラットフォーム*では、昆虫の生産者が守るべき生産工程に
関する業界ガイドラインを作成し、2022年7月に「コオロギ生産ガイド
ライン」、2023年2月に「ミズアブ生産ガイドライン」を公表した。

＊「知」の集積と活用の場における「研究開発プラットフォーム」の一つ。以下、「iBPF」という。

• 昆虫食・昆虫飼料として扱われることが多いコオロギやミズアブについ
て、食品安全・飼料安全・昆虫に係る専門家や事業者等が、昆虫ビジネ
ス研究開発ワーキングチームで議論し、iBPFが取りまとめを行った。

• 今後は、iBPFや昆虫ビジネス研究開発ワーキングチームにおいて、その
他の種のガイドライン策定に向けて検討するとともに、状況に応じてコ
オロギ・ミズアブ生産ガイドラインを改訂する。

■ガイドラインの概要

エンマコオロギ、タイワンエンマコオロギ、フタホシコオロギ、ヨー
ロッパイエコオロギの４種のコオロギや、ハエ目・ハエ亜目・ミズア
ブ下目・ミズアブ科に属するアメリカミズアブを食用又は飼料用とし
て生産する際に生産者が順守すべき管理手法を定めたもの。
（野生からの採取は対象外） ガイドラインURL（大阪府立環境農林水産総合研究所サイト内）

https://www.knsk-osaka.jp/ibpf/guideline/



コミュニティサークルのテーマ

■民間企業等から提案のあったテーマ（令和６年1月時点）

コミュニティサークルは、フードテックの振興に資する普及啓発、会員相互の連携促進を図る活動を
行う場として設置。

FOOD TECH Lab

細胞農業

ウェブメディア「FOOD TECH Lab」の運営を通して、
フードテックの領域において、世界で起きていること、国
内企業等の取組など、フードテックに関する情報を集約し、
発信する。フードテック関連企業同士の交流を促進し、日
本のフードテックの発展・進化を加速させる一翼を担うこ
とを目指す。

細胞培養を体験する場やコミュニケーションの場を設ける
ことで人々の理解を促し、細胞農業生産物が適切に社会受
容されるための民意の形成を目指す。

18
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 令和3年6月に閣議決定された成長戦略フォローアップでは、「フードテック官民協議会において、2022年度
までにフードテック推進ビジョンとロードマップを策定する」との記載

 令和5年2月21日、フードテック官民協議会において、フードテック推進ビジョン及びロードマップを策定
ビジョンについては、今後のフードテックの推進に当たり、目指す姿や必要な取組などを整理
ロードマップについては、フードテックの６分野について、具体的な課題を工程表として整理

 令和5年10月25日、フードテック推進ロードマップを更新

フードテック推進ビジョン及びロードマップの策定について

19

フードテック推進ビジョンの構成
１ はじめに
２ 目指す姿
３ 課題と必要な取組
（１）プレーヤーの育成
（２）マーケットの創出

ロードマップのテーマ
・植物由来の代替タンパク質源
・昆虫食・昆虫飼料   
・スマート育種のうちゲノム編集
・細胞性食品
・食品産業の自動化・省力化   
・情報技術による人の健康実現  

フードテック官民協議会における取組
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フードテック推進ビジョンの概要フードテック官民協議会における取組

目指す姿

日本発のフードテックビジネスを育成することで、日本と世界の食料・環境問
題の解決に貢献するとともに、日本を活性化する新しい産業を創出し、日本経済
の発展に貢献する。

（１）世界の食料需要の増大に対応した持続可能な食料供給を実現する
【現状】
• 増大する食料需要や地球環境への負荷、生産資材の価格高騰等のリスクに直面
している中、持続可能な食料供給を実現する必要がある。

• プラントベースドフード、ゲノム編集育種、昆虫や微生物の活用、細胞性食品、
AI等を活用したフードロスの削減などの研究開発が進展している。

【将来】
• 気候変動への対応や生物多様性保全など地球環境への負荷低減と、タンパク質
源等の食料供給の増大を両立する。

• 食肉・食用水産物と細胞性食品は、今後も増加する食料需要を共に担うもので
あることを踏まえ、既存の産業との両立を図る。

（２）食品産業の生産性の向上を実現する
【現状】
• 人口減少・高齢化や原材料価格高騰等により、食品産業が厳しい状況下にある
ため、スマート化により生産性向上を図る必要がある。

• AI・ロボットについて現場環境に応じたカスタマイズや対応範囲の拡大が進
められている。

【将来】
• サプライチェーンにおける過重な労働負担・人手不足を解消し、食料の持続可
能な供給を実現する。

（３）個人の多様なニーズを満たす豊かで健康な食生活を実現する
【現状】
• 健康やアレルギー対応等、様々なニーズに最適化した食品やサービス等の開発
が必要である。

• 機能性成分含有量の多い作物、完全栄養食、各個人に最適な食事の提案を行う
アプリ、食に制限のある者に対する製品等の開発が進展している。

【将来】
• 個人の嗜好、信条、ライフスタイル、健康状態等を踏まえて個別最適化した食
体験を提供することで、心身の健康を実現する。

課題と必要な取組
（１）プレーヤーの育成（フードテック企業を生み出すための環境整備）

① オープンイノベーションの促進
• スタートアップと大企業、大学等の研究者と企業、農林水産・食品分野と異分
野の連携等のオープンイノベーションを実現することで、新たな技術の創造を
促進する。

• テーマごとのコミュニティを形成し、連携先のマッチング、協調領域の課題解
決、設備・販売網・知見の共有等を促進する。

② スタートアップの育成
• ルール整備や消費者理解の確立等に時間を要する新技術を導入するフードテッ
クの事業化の課題を解消するため、構想から事業化まで適切な資金供給を行う。

• フードテック分野に関心を持つ機関投資家への情報開示の在り方を検討する等、
民間投資を活性化するための環境を整備する。

（２）マーケットの創出（新たな市場を作り出すための環境整備）

① 戦略的なルール作り
• 新たな技術を事業化するために必要となるルール整備について、国や民間によ
る対応方針を決定する。

• 海外市場へ進出するコスト増大を防ぐため、国際整合性を踏まえたルールを整
備する。

② 消費者理解の確立
• 食経験の少ない食品について安全確保の取組を進めるとともに、適切な表示、
消費者への情報開示やコミュニケーションを実施し、消費者の信頼を確保する。

• 目に触れ口にする機会の提供や、社会課題への理解を増進する。

令和5年2月21日 フードテック官民協議会において策定



取組
実施時期

対応者
2023年度 2024年度 2025年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

味や食感、香り等の向上に向けた商品開発 民間企業

消費者ニーズ等に対応した国産原料を活用した商品開発 民間企業

多種多様な植物性原料を用いた商品開発 民間企業

大豆等の新規用途向け育種素材・品種の研究開発 研究機関

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

大豆ミート食品類JASの普及、国際化 農林水産省
民間企業

プラントベースフードのISO規格策定への関与 農林水産省
民間企業

豆腐・納豆など伝統的〈大豆加工）食品を含めた植物性食品を取り入れる
ことのメリットや意義の調査と発信 業界団体

ロードマップ   植物由来の代替タンパク質源 フードテック官民協議会における取組
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取組
実施時期

対応者
2023年度 2024年度 2025年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

消費者の需要に応じた段階的な昆虫食の商品展開
昆虫を原料とした新たな食品の開発・消費者の受容性の確認

民間企業
研究機関

生産体制の確立

大量生産段階の移行に向けた技術開発
昆虫飼養管理・製品化システム技術等の基本技術の確立

小規模分散型生産システムの構築
昆虫に給餌する餌資源（食品残渣等）の量に応じた生産施設の整
備・その施設を中心とした地域内エコシステムモデルの検討

昆虫飼料の養殖魚（魚種ごと）、豚、家きんへの給餌適性の把握

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

安全性確保のための生産ガイドラインの作成による、業界全体への消費者か
らの信頼性の確保

ミールワーム、カイコ（食・飼料用）、イエバエ生産ガイドライン※

作成 民間企業
研究機関
農林水産省実情に合わせたアップデート

昆虫食・昆虫飼料のメリットや意義、安全性等に関する情報発信 民間企業
研究機関

ロードマップ   昆虫食・昆虫飼料

※2022年度コオロギ、ミズアブに関する生産ガイドライン作成

フードテック官民協議会における取組
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ロードマップ   スマート育種のうちゲノム編集

取組
実施時期

対応者
2023年度 2024年度 2025年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

ゲノム編集による新たな商品の開発・販売 民間企業
研究機関

ゲノム編集の要素技術（ゲノム編集因子・導入手法）の開発 研究機関
民間企業

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

ゲノム編集による商品への消費者理解を増進する活動
（アウトリーチ活動など）

研究機関
民間企業
農林水産省

フードテック官民協議会における取組
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取組
実施時期

対応者
2023年度 2024年度 2025年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

立体構造の作成技術など食品の加工技術の開発 民間企業
研究機関

コスト削減手法の確立
例）培地成分（血清、成長因子等）、大量培養技術

民間企業
研究機関

タネ細胞に係る技術開発
例）細胞株樹立技術、流通・保存技術

民間企業
研究機関

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）
食経験のない新規食品であることから、安全確保措置の検討・実施
・開発企業の製法や海外の動向について情報収集
・その結果を踏まえつつ、必要な措置やスケジュールを検討

厚生労働省(＊）

農林水産省
業界団体

表示ルールの検討・適切な表示の実施
・開発企業の製法や海外の動向について情報収集
・安全確保等の検討状況を踏まえつつ、必要な措置やスケジュールを検討
・安全確保措置を前提とした、消費者の自主的かつ合理的な食品選択に資
する表示の在り方を検討

消費者庁
農林水産省
業界団体

タネ細胞の取扱いに関する措置の検討・実施
・製法や海外動向について情報収集、結果を踏まえ必要な措置を検討

農林水産省
業界団体

家畜・水産動物衛生のための適切な措置の実施
・細胞性食品の輸入時の適切な措置の海外動向について情報収集、結果を
踏まえ必要な措置の検討

農林水産省
業界団体

消費者理解の確立
・消費者に関連情報を提供できるよう、製法や海外の動向について情報収
集、結果を踏まえ手段を設定

業界団体

注）フードテック推進ビジョン及びロードマップにおける「細胞性食品」とは、動物の細胞を体外で人為的に培養することで生産した食品のことを指す。
FAO及びWHOにおいては、名称について様々な意見が存在し科学的に100％正しい名称は存在しないことを確認したうえで、「細胞性食品（cell-based
food）」をFAOと専門家との議論においてのみ使用することで合意している。

（＊）現在、厚生労働省が所管する食品衛生基準行政は2024年4月に消費者庁に移管する予定。食品衛生監視行政については引き続き厚生労働省において所管。

フードテック官民協議会における取組
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取組
実施時期

対応者
2023年度 2024年度 2025年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

AI・ロボット等先端技術のモデル実証 民間企業
農林水産省

AI・ロボット等先端技術の食品製造の現場環境に応じた小型化、
低価格化、機能追加による効率化等の改良実証

民間企業
農林水産省

AI・ロボット等先端技術の研究開発と社会実装支援
民間企業
経済産業省
農林水産省

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

モデル実証、改良実証における成功事例の横展開
（講演、事例集、動画配信等） 農林水産省

AI・ロボット等先端技術を食品製造現場に導入するためのガイドラインを
作成し、ロボットメーカー等の食品産業への参入を促進する

ロボット等を食品製造現場に導入する際に留意すべき衛生に関わる
ガイドライン作成（ロボット・機械メーカー、SIer向け） 農林水産省

先端技術等の技術普及に係る情報をまとめたガイドブック作成
（食品事業者を含む食品産業全体向け） 農林水産省

ロードマップ  食品産業の自動化・省力化

25

年度によって異なる課題に取り組む

年度によって異なる課題に取り組む



取組
実施時期

対応者
2023年度 2024年度 2025年度～

プレーヤーの育成（技術開発の促進やスタートアップの育成）

健康効果のエビデンスの蓄積
我が国の食材の栄養・機能性に関するデータ等の蓄積

研究機関
民間企業

個人最適食の設計・提案に必要な技術の開発

個人の健康データの取得デバイスの開発
血圧や腸内環境などを低負荷で取得できるデバイスの開発

研究機関
民間企業

摂食内容を簡便かつ正確に把握するための手法の高度化
個別化データベースの構築、データ利用法の確立

研究機関
民間企業

個人最適食の提供技術の開発
３Dフードプリンタ・ドリンクプリンタの開発 民間企業

提案された個人最適食を提供するためのビジネスモデルの確立 民間企業

マーケットの創出（ルール作りや消費者理解の確立）

健康データの取扱いのガイドラインの検討 業界団体

デジタルヘルスにおける新しい食品表示の在り方の検討
個人最適食の個別提案方法やデジタル情報による食品表示等の検討 民間企業

ロードマップ   情報技術による人の健康実現 フードテック官民協議会における取組
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ビジネスコンテストの開催

フードテック官民協議会では、食に関する社会課題を解決するビジネスアイデアを個人・企業等より幅広く募集し、フードテック
の認知度向上と本分野における新ビジネスの創出を目的に「未来を創る！フードテックビジネスコンテスト」を開催

応募者の多様性を図るため、「アイデア部門 ※1」と「ビジネス部門 ※2」に分けて募集
1次審査・2次審査を通過した計11組による本選大会（ピッチ大会）を、令和5年2月4日に東京都内にて開催。大会終了後には、VC
や協賛企業等との交流会を実施（本選大会出場者と受賞者は下表のとおり）

フードテック官民協議会における取組

氏名 所属先 ビジネスプラン名

アイデア
部門

安孫子 眞鈴 山形大学大学院 米Time for Your Health 学生賞
伊藤 洋平 セミたま セミの幼虫の自動収集装置の開発と加工・商品化
小南 藤枝 衣笠屋 シン・ゴハン「まあるいご飯のおやつ」 特別賞

増田 真凜・立野 未紗 成城大学 お菓子専用のデジタル自販機

ビジネス
部門

上田 真澄 三洋化成工業株式会社 ペプチド養殖を実現するための革新的ペプチド高効率生産プロセスの開発
奥山祐一 株式会社カクイチ ナノバブルによる生産性向上と循環社会実現
玄成秀 株式会社Agnavi 全国の蔵元から厳選した日本酒缶ブランド 特別賞
小山正浩 株式会社ウェルナス すべての人の未来に寄り添う「AI食」 優秀賞
木下敬介 株式会社フライハイ イエバエによる資源循環 ～養虫産業の創出～
木村俊介 株式会社TOWING 地球環境にやさしい宙（そら）ベジの普及 最優秀賞
白川晃久 ルラビオ株式会社 雌雄産み分けによる高効率な精密畜産技術の開発

※1 フードテック領域で、解決すべき社会課題を設定し、それを解決するためのアイデアを募集
※2 フードテック領域で、解決すべき社会課題に対し、解決するための事業計画が設定されており、

  まだ他で事業化されていないビジネスを募集

審査員５名︓出雲充氏（株式会社ユーグレナ代表取締役）、荻野浩輝氏（一般社団法人AgVentureLab代表理事理事長）、
田中宏隆氏（株式会社シグマクシス常務執行役員）、釣流まゆみ氏（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員）
松本恭幸氏（アグリビジネス投資育成株式会社取締役代表執行役兼最高投資責任者）

未来を創る！フードテックビジネスコンテスト特設サイト
https://foodtech-evolve.jp/business-contest/



参考：閣議決定等におけるフードテックの位置付け
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食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日 閣議決定）
第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
 １．食料の安定供給の確保に関する施策
（１）新たな価値の創出による需要の開拓
① 新たな市場創出に向けた取組
・多様な食の需要に対応するため、大豆等植物タンパクを用いる代替肉の研究開発等、食と先端技術を掛け合わせた
フードテックの展開を産学官連携で推進し、 新たな市場を創出する。 

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ（令和４年６月７日 閣議決定）
Ⅲ.経済社会の多極集中化
１.デジタル田園都市国家構想の推進

（２）デジタル田園都市国家を支える農林水産業、観光産業、教育の推進
① 食料安全保障の確立に向けた、みどりの食料システム戦略など農林水産業の振興
（食品産業の生産性向上、新事業分野の開拓）
・フードテック官民協議会において、2022年度中にフードテック推進ビジョンとロードマップを策定する。
また、2022年度にフードテックのビジネス化の実証を支援する。

みどりの食料システム戦略（令和３年５月 農林水産省）
４ 具体的な取組
（３）ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立
② データ・AIの活用等による加工・流通の合理化・適正化
・AI・ロボット等の次世代技術導入による食品製造の自動化・リモート化の推進

④ 脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化
・代替肉・昆虫食の研究開発等、フードテック（食に関する最先端技術）の展開を産学官連携で推進



参考：閣議決定等におけるフードテックの位置付け
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食料・農業・農村政策の新たな展開方向（令和５年６月２日 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部 決定）
２ 食料の安定供給の確保
 （８）食品産業（食品製造業、外食産業、食品関連流通業）の持続的な発展

現行の基本法では、食品産業の食品供給に果たす役割に着目し、環境負荷低減等への配慮や、事業基盤の強化、農業との連携
の推進等、産業の健全な発展のために必要な施策を講ずる旨が規定されているが、食品産業が食料システムの重要な構成員で
あることを明らかにした上で、その持続的な発展を図るため、
② ＧＨＧの排出抑制等の環境負荷低減、人権に配慮した原材料調達、フードテックなど新技術の活用等、食品産業による
持続可能性に配慮した取組を促進する仕組み
を構築し、国内資源の活用に積極的に取り組む企業に対して後押しを行う。

海外からの人材・資金を呼び込むためのアクションプラン（令和５年４月２６日 対日直接投資推進会議決定）
Ⅱ.具体的取組

1.国際環境の変化を踏まえた戦略分野への投資促進・グローバルサプライチェーンの再構築
・フードテック分野で海外からの人材・資金を呼び込むため、フードテック官民協議会の取組等を通じて、海外の農林水産及
び食品関連企業と日本企業・研究機関とのマッチングを促進する。こうした取組を進めるため、海外企業等が日本企業等向
けに PR する機会を増やし、2023 年に海外企業等 10 社以上が情報発信を行うことを目指す。
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